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令和８年 3 月 10 日 

国土交通省関東地方整備局 

建政部 

 

建設業者に対する監督処分について 

 

 

関東地方整備局は、株式会社双葉製作所に対し、建設業法に基づく監督処分を行いました。 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 横浜海事記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 

 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 建政部 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） FAX：０４８－６００－１９２１ 

建設産業第一課 課  長 征矢（そや）   （内線：６１４１） 

建設産業第一課 課長補佐 能登谷（のとや） （内線：６６９６） 
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建設業者に対する監督処分について 

 

国土交通省関東地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく

監督処分を行いました。 

 

記 

 

１．処分対象業者 

 

 商 号 許可番号 代表者 所在地 

①  

 

株式会社双葉製作所 国土交通大臣許可 

（般･特-7）第 3715号 

中島 誠一郎 東京都 

台東区 

 

 

２．処分内容 

 建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止 

（１）停止を命ずる営業の範囲 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における鋼構造物工事業に関する営業のうち、

民間工事に係るもの 

 

（注１）「鋼構造物工事業に関する営業」とは、注文者から鋼構造物工事を請け負う営業をいう。 

（注２）「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に掲げ

る公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条

に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 

（２）期間 

    令和８年３月２５日から令和８年３月２７日までの３日間 

 

 

３．処分理由 

 

株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備

工事において、令和５年５月２９日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電

機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者１名と衝突し死亡する事故が発生した。 

この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、

発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を

設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじ

め発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパ

ンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれ

を怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者１
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名と衝突させ死亡させた。 

この件について、令和７年９月１８日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業

務上過失致死により罰金３０万円、同社社員１名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により

罰金５０万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 

このことが、建設業法第２８条第１項第３号に該当すると認められる。 

 

以 上 

 


